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令和７年度 第 3 回益田市子ども・子育て会議議事録 

 

 

日 時：令和 8 年 2 月 26 日（木）10 時 00 分～11 時 00 分 

場 所：益田市立保健センター 3 階 大ホール 

出席者： 

（委 員）河野委員、大谷委員、中島委員、原委員、積田委員、髙島委員、安部委員 

 

（事務局）医療対策監        塩満対策監 

子ども福祉課       志田原課長、村上課長補佐、石田係長、 

                  柳井主任 

      

＜次第＞ 

１．開会 

２．挨拶 

３．欠席者報告 

４．議事 

（１）乳児等通園支援事業の認可について 

（２）小規模保育事業C型について(匹見保育所) 

（３）益田市こども計画の一部変更について 

5．その他 

  ・令和 8 年度の会議開催について 

  ・市の取組について 

 

■開会 

〇事務局  

それでは本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。少しちょっと定刻

を過ぎましたが、令和 7 年度第 3 回益田市子ども子育て会議を開催いたします。 

本日の進行を担当いたします、子ども福祉課の柳井と申します。よろしくお願いいたしま

す。本日の会議ですが、12 時を終了予定としております。それでは本日の資料の確認を

させていただきます。 

  ①本日の会議次第 

 ②益田市子ども・子育て会議の委員名簿 

③【議事 1】乳児等通園支援事業の認可について 

④【議事 2】小規模保育事業 C 型について（匹見保育所） 

⑤【議事 3】益田市こども計画の一部変更について 

 ⑥【その他】市の取り組みについて 

（益田市 2025 子どもの声に耳を傾けようプロジェクト） 

資料についてはよろしいでしょうか。 

それでは開会にあたり、福祉環境部医療対策監 塩満正人がご挨拶を申し上げます。 
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■挨拶 

〇事務局  

 皆様改めましておはようございます。益田市の医療対策監をしております塩満と申しま

す。今日は第 3 回の子ども子育て会議ということで本当にお忙しい中、また年度末の近づ

く中、本当にお忙しいことと思いますが、お集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。今日出席の関係で急遽欠席が出たりしております。今後の会議での進め方とか、また出

席定数といいますか、そういったところについては後ほど担当の方から説明をさせていた

だこうとは思っておりますが、いずれにしましても、子どもの環境を取り巻く様々な立場で

子どもに携わっていただいている皆様にこうしてお集まりいただき、益田市のいろんな現

状であるとか、こども真ん中社会、こども計画の達成に向けての取り組みを話し合う機会と

いうのは非常に重要だと思っております。 

本日、議事としましてはどちらかというと報告的なものが多くなっては参りますが、忌憚

のないご意見もいただきながら、よりよいものにしていければと思っております。 

こども計画もできまして 1 年が過ぎようとしています。こども真ん中社会の実現という非

常に大きなテーマですので、なかなか抽象的にということにはならないんですけれども、今

年度行っていた取り組みについてはまた次回次年度のですね、子ども子育て会議の中で、ま

た皆様からの意見をいただきたいと思っておりますが、本日は、子どもの声に耳を傾けよう

プロジェクトという、その中での取り組みも少し紹介をさしていただいたりしたいと思っ

てますし、また子どもの声を聞くっていう取り組みも、今小学校にも広がってきているとい

うふうに認識しておりますので、保幼小中認定こども園等様々な立場で、子どもの声を聞き

ながら、子どもの声を大事にした取り組みが進められるようにこれからも進めて参りたい

と思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■欠席者報告 

〇事務局  

続きまして、欠席者の報告をいたします。 

本日の会議につきましては、福井委員、宮内委員、松永委員、田原委員、岩田委員、船井

委員そして積田委員さんにおかれましては後ほどということで以上の欠席になりますので

ご報告いたします。 

それでは、以降の議事につきましては、会議規則第 5 条第 1 項の規定により会長に議長

をお願いいたします。河野会長様よろしくお願いいたします。 

 

■議事（1）乳児通園支援事業の認可について 

〇議長  

皆さん改めておはようございます。 

今話ありましたけど年度末本当皆さん大変お忙しい中、参加しておられますので、今日内
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容的には本当、保育に絡むものが多いんですけど、ただ国としても、この子ども子育て会議

って結構重要な役割を担うものという認識の中で責任はどんどん重たくなってるんです。

実は今日 3 番目のところは、こども計画の一部を変更することでこの承認がいるというこ

となんで、委員さんに慌てて来てほしいということにしたのは、承認ぎりぎりの人数だとい

うことですけど、それぞれの立場でやっぱり関わりながら、今本当に子ども真ん中社会に向

けてという取り組みがどのぐらい進んでいるかというのを共有していけたらなと思ってま

すので、この議事にかかわらず、最近のこととかですね、皆さんにせっかく来ていただいた

のでお聞きしながら進めていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それで

は進行させていただきます。 

議事に移ります（1）乳児等通園支援事業の設置認可についてということで事務局説明を

お願いいたします 

 

○事務局 

はい。乳児等通園支援事業の設置認可についてというところでご説明させていただきま

す。途中からすいません。子ども福祉課の村上です。 

今、会長さんのお話がありまして出席の報告等もさせていただいたところなんですが、ち

ょっと議事の内容を改めて事前にちょっとお知らせということでさせていただこうと思い

ます。 

1 番と 2 番につきましては、前回の会議で、今回の会議で意見をいただきますよというこ

とで事前のお知らせをさしていただいた内容になっております。 

意見っていうのは子ども子育て会議で意見を徴収するっていうところが 1 つありまして、

そこで意見をいただくっていうところでこの 1 番と 2 番につきましては承認が必要な事項

ではございません。 

ですので、今 13 名中 6 名ですが意見をいただきたいというふうに思っております。 

3 番につきましては、会長さん言われたようにちょっと子ども計画の変更、一部改正とい

う形になりますので、ここがちょっと承認が必要になりまして、承認を得るには出席の半数

以上の方が必要ということになりまして 13 名中 6 名なのでちょっと委員さんを待って議事

を進めさしていただきたいというふうに思っております。今向かっていただいているとこ

ろですので、もしちょっと 1 番 2 番の議事が終わってですね、まだちょっとお見えになら

ないということでございましたら、ちょっとその他の項目でもさせていただけたらという

ふうに思っておりますのですみませんが、ご協力をお願いいたします。 

 

それでは、乳児等通園支援事業の設置認可についてご説明いたします。 

資料にありますとおり認可申請事業所なんですが、現在全 5 事業所が、令和 8 年 4 月 1

日からの事業開始を希望しております。4 月 1 日からの予定、内容としてですが、この表に

ある通り、事業所数 5 事業所、合計利用定員としては 15 名、余裕活用型については変動の
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可能性もありますので、この 15 名が若干動いてくる形にはなろうかと思います。 

実施形態としましては一般型、在園児合同が 1 事業所。余裕活用型が 4 事業所。実施方法

につきましては、柔軟利用が 2 事業所、定期利用そして柔軟利用をかけ合わせた形態が 3 事

業所、そして利用料については、200 円から 300 円というところで申請を受けております。 

計画で見込んでいる量の見込みは、下の方に参考として益田市こども計画を載せているん

ですが、7 人に対して提供体制は 15 人分確保できる予定となっております。 

ただし事業の事業実施状況により量の見込みに変動がある場合は、中間年度の令和 9 年度

において見直すこととしたいと思っております。 

2 番の今後の予定としましては、3 月下旬に認可の通知をさせていただきまして、4 月 1 日

利用開始に向けて進めてまいりたいと思っております。以上になります。 

 

○議長 

今説明ありましたけれども、前回の資料とかちょっと見ながらでないとなかなかわから

ないかなと思うんですけど、前回の資料お持ちですか。前回のところでこんな感じの資料で

すみたいなものを説明されてるんですけど。 

結局すべての子どもの育ちを応援するっていう基本的な姿勢の中で、保育所を利用して

ないご家庭で保育している方も時々ですね、保育園や幼稚園に預けてですね、少しの時間で

も預けられるようにということで、そういう苦しさを少し軽減するというねらいでスター

トするということだと思いますけれども。これが今 5 事業所がやろうということで手を挙

げているという話です。 

量の見込みも 7 という数字は基本的にこども計画に掲げてますけど、量の見込みなんか

もまだ初年度終わってみないとわからない状況でのスタートになりますし、提供体制のと

ころも、余裕活用型なんかは在園児がいれば余裕がないということにはなるので、数が足り

るかどうかですね満たされていれば受け入れ可能ということなので実際にはこの15 名って

いうのはかなり変動する数字だというふうに思っていただけたらと思います。 

意見聴取の場ということなので、何かご意見があればですけど。いかがでしょうか。 

多分やる側のメリットも実はあんまりないかなと思ってるんです。年間予算が 300 万。 

5 事業所で 300 万。どちらかというと本当、子育てをしてるご家庭で苦しいところを支える

みたいな機能が新たに益田市にできたということだと思いますけども。 

 

○委員 

質問していいですか。 

実際に、保育所等を利用しておられない子どもさんっていうのが、どれぐらいいらっしゃ

るんですか。 

 

○事務局 
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益田市の状況からすればですね、本当に民間のところに育児休業制度が本当に十分充実

されてきたかなというところを思っています。それで育児休業を利用されてるご家庭の子

どもさんが利用をされていないかなというところは思ってます。年間大体もう出生数が 300

切ってますので、育児休業っていうのはやっぱり、子どもが 1 歳を迎える月に復職される

っていうパターンが多いですので、4 月生まれ 5 月生まれ、6 月生まれというところで、ま

たそこで復職に至らない子どもさんが利用されるっていうケースを思うと 100 人前後はい

らっしゃるかもしれないです。ただ、この制度の前に、益田市では一時的保育事業というの

を実施しておりまして、保護者さんのリフレッシュのためとかですね、冠婚葬祭、病院に行

きたいとかっていうところで、保育所とか認定こども園で利用できるような制度を実施し

ておりますので、そこがすごく浸透をしてますので、そことこのこども誰でも通園制度を兼

ね合わせてちょっと利用できる方法を検討していきたいなと思っております。 

ちょっと何人ていうところは蓋を開けてみないとわからない状況ではございますが、ち

ょっと今の状況はこの状況です。 

 

〇委員 

はいありがとうございます。 

正確な数というのはおそらくわからないんだろうなっていうのは思ってるんですけれど、

要は、必要とされるご家庭があったときに、その必要数が今までのその一時保育だけでのみ

でなくて、新たな制度として設置されるということは、大変重要なことなのかなというふう

にして思ってますので、ぜひいい形で、市民の皆さんに周知していただきながら、この制度

が認知されていくといいのかなというふうに思いました。以上です。 

 

○議長 

ありがとうございます。 

その他ございますか。 

 

〇委員 

こういう支援事業が独断の保育サービスとしてだけではなくって、既存の地域の子育て

支援事業や、その相談支援とどう繋がるのかその動線も、何ていうんですかねこれから今後

示していくていうことが重要になるのかなとちょっと感じました。特に意見とかではない

んですけど。 

 

○事務局 

ありがとうございます。 

そこも重要なところだと思っています。 
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今子育て支援に関しては子育て支援センターや子ども家庭支援課の方が、乳児の全戸訪

問とかいろいろされてますので、そういった関係課にもこのこども誰でも通園制度の周知

ができるパンフレット等を配らせていただく形をとりながら、うまい具合に繋げていきた

いと思っております。ありがとうございました 

 

○議長 

その他ございますか。よろしいですかね。それでは、いろいろご意見いただきましたので、

次に進みたいと思います。（1）を閉じさせていただきます。 

 

■議事（2）小規模保育事業 C 型について（匹見保育所） 

〇議長 

続いて（2）小規模保育事業Ｃ型について事務局から説明お願いします。 

 

〇事務局 

私の方から小規模保育事業Ｃ型についてというところで説明させていただきます。座っ

て説明させていただきます。 

前回の会議での振り返りっていうところも含めてさせていただきます。 

益田市全体でもそうなんですが少子化の進行によって、匹見保育所の入所児童数が減少

傾向にあります。また、保育士の確保も年々困難になっておりまして、安定的な保育園の継

続に課題が生じています。こうした状況から、匹見保育所の現状の機能や役割を見直して、

地域のニーズに柔軟に対応できる保育提供体制の構築を目指して、地域型保育事業への移

行に向けて手続きを進めさせていただいてるところでございました。 

そういったところで、実際は保育所っていうものが、地域型保育事業所というところに、運

営形態が変わりますが、実際にする内容は保育で変わりはございません。 

いわゆる保育の方では保育指針というのもございまして、それに基づいて保育をするとい

うところで変わりはございません。 

ただ大きく変わるのが、認可をするのが、保育所は県知事が認可するんですが、小規模保育

事業所につきましては、益田市長、益田市が認可をするっていう事業になります。 

また保育所では保育士を配置するっていう内容になるんですけれども、今回ちょっと資料

に、ちょっと中ほどにあるんですが職員というところがございます。 

所長、家庭的保育者、家庭的保育補助者で調理員、嘱託医を配置することになっておりまし

て、家庭的保育者っていうのが、保育士の資格を持ちながら、国、県が実施する研修を受け

たもの。研修受講したものが家庭的保育者になります。 

家庭的保育補助者というのは、保育士の資格がなくても、先ほどの研修を受講したものであ

れば、補助者になれます。そういった職員を配置することになっております。 
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保育所っていうのは、職員の配置基準っていうのは、国が定めた配置基準がございまして、

保育士を常時 3 名雇わなければいけません。 

それが今、匹見保育所さんは今 8 名の人数なんですけれども 8 名であっても、5 名であって

も、その最低基準ってのは、保育士 3 名必要な状況です。 

そこの 3 名の確保がちょっと難しいという現状がございました。 

そして入所児童数が、もう 10 名を切っておりますので、その 10 名、初めに合わせたよう

な、保育士の職員の配置っていうところを考えたところで、小規模保育事業所っていう形を

とらせていただいたところです。8 名であれば、家庭的保育者が 2 名。 

家庭的保育補助者が 1 名いれば、8 名の子どもさんを見ることができるっていう内容になっ

ております。 

こういう形で、小規模保育事業所として、4 月から運営を社協さんの方でしていただく形で、

進めさしていただいております。 

本日はその実施に向けてですね、委員の皆様からご意見がございましたらちょうだいした

いというところです。 

続いて、2 番のところになりますが、今、子ども計画の方で、92 ページのところ、抜粋させ

ていただいたんですけれども、実際に匹見保育所のところは、②の確保数の中の特定教育・

保育施設の中に、匹見保育所の定員が含まれていると考えてください。 

8 年の 4 月から小規模保育事業所に移行しますので、その下のですね、特定地域型保育とい

うのは、小規模保育事業所が含まれてる内容になっておりますので、それが今、保育の方の

2 号は 0 人、3 号であれば、1、2 歳が 5 人、3 号の 0 歳であれば 5 人になっておりますが、

ここも定員数が変わりますので、その内容につきましては、中間年度の令和 9 年度で見直

すこととして、考えておりますということで、報告をさしていただく内容になっております。 

説明は以上になります。 

 

〇議長 

今説明ありましたけれども、小規模保育事業 C 型ということで、皆さんご質疑ございま

すでしょうか。これも意見をいただきたいと思います。2 番のこの表は、現状の計画ってこ

とですね。つまり名前が変わりますけど、やる内容は今まで通りということですね。 

あとはスタッフが、少し保育士資格ではない資格でも対応できるような、家庭的保育補助

者というが配置できるようになるということですね。 

 

〇委員 

放課後児童支援事業になっている点についてですけども、その保育と学童がどのように、

この役割分担とか連携をしているのかとか、今後の計画上の中で整理されると、より何てい

うんすかね、地域にとっての意義っていうか、何というか、明確になるのではないかなと思

うんですけど。 
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○事務局 

実際に匹見保育所でさせていただいてる小学生の放課後の預かり事業につきましては、

放課後児童健全育成事業の中の小規模多機能、放課後児童支援事業というところになって

います。これはですね、保育所の空きスペースがあれば、小学生を受け入れてもいいですよ

っていう事業内容になっておりまして、益田市が行っている放課後児童クラブが、専用スペ

ースを設けます。 

それに対して定員が何名っていう形をとるんですが、この小規模多機能は、空きスペース

でありますので、国が 10 名程度、定員を 10 名以下にしなさいよ。 

それで、放課後児童支援員の資格を持つものが 1 人。配置できるような形でさせていた

だいております。で、実際、資格を持ってる方はもう今もいらっしゃいまして、何名かいら

っしゃるので、保育をしながら、小学生の子どもさんも預かって見さしてもらうんですけれ

どもその時間体が、保育は保育で見る人で、小学生で預かるところが専任の人が配置されて

るっていう状況で、同じ建屋の中で、就学前の子どもさんと小学校の子どもさんを見さして

いただいてます。ですので、場合によっては、今、園庭で小学生は遊んでるけれども、園内

の方では園児さんが遊んでるていう時間体もありますし、一緒に遊ぶっていうこともさせ

ていただいてます。で、匹見保育所の真向かいに匹見小中学校がありますので、あそこの校

庭でも遊ばせていただいてるということで、地域の施設を利用しながらもさせていただい

てるのが現状でございます。 

この小規模保育事業所に移行してもですね、この小規模多機能事業が継続してできるっ

ていうところを確認を取っておりますので、引き続き同じような形態でさせていただこう

かなというふうに思っております 

 

○委員 

ありがとうございます。 

 

○議長 

地域の中で子どもももう少ないこともあるので、一緒になってみんないろんないかがで

しょうってそういう意向っていう、ところだと思いますのでその中で制度が切り分けられ

ているので、それを上手に一緒にやりながらっていうところだろうとおもいますが。はい。

よろしいでしょうか。はい。それでは、（2）を閉じさせていただきます。 

それで次に（3）。 益田市こども計画の一部変更について。 

 

■議事（3）益田市こども計画の一部変更について 

〇事務局  

益田市子ども福祉課の石田です。 
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それでは私の方から益田市こども計画の一部変更について説明させていただきます。 

座って説明の方させていただきます。 

先ほどもちょっと説明ありました乳児等通園支援事業のことなんですが、令和 8 年 4 月

から乳児等のための支援給付が創設されるに伴いまして、基本指針、ちょっとこちら長いん

ですが、教育保育及び地域子ども子育て支援事業の提供体制の整備、並びに、子ども子育て

支援給付並びに地域子ども子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を

確保するための基本的な指針。こちらが改正されました。 

そこの改正概要といたしましては、1、乳児等通園支援の量の見込みと提供体制の確保の

内容及びその実施時期について位置づけること 2，乳児等のための支援給付に係る教育保育

等を一時的に提供する体制に関する事項を位置づけること。 

この基本的記載事項 1、2 において、令和 8 年 4 月 1 日から適用となるため、本年度中に

新たに計画内に位置づける必要があります。 

このため益田市子ども計画の方でも、基本指針の内容を踏まえて、計画の見直しを行いた

いと考えております。 

計画の変更箇所についてなんですが、すいませんちょっとわかりにくくて大変申し訳な

いんですが、令和 8 年度より乳児等通園支援事業の計画内での位置付けが給付制度に変更

するということから、5 ページ、計画内で言えば 91 ページの、第 5 章、施設事業ごとの量

の見込みと提供体制の確保、こちらのところに、8 ページに記載の乳児等通園支援事業の方

から、11 ページの計画内で、92－2 ページという形でちょっと移動させていただきまして、

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の提供体制として掲載をいたします。 

こちらの方に、国で定められている基本的事項 1 についてですが、こちらが令和 8 年度

から子ども子育て支援法に基づき、新たな給付事業として実施されることに伴い、本市にお

いても、利用ニーズの動向を踏まえ、既存の教育保育施設を活用するなどして、乳児等通園

支援事業の利用を促進します。 

2 についてですが、地域の教育保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受

け入れ枠の確保に努めるとともに、乳児等通園支援事業者と教育保育施設との間で情報を

共有できる体制を整備します。 

幼稚園における満 3 歳児クラスの活用を促進し、乳児等通園支援事業の利用から、教育

保育施設の利用へ円滑に、移行できるよう支援します。と、それぞれ記載をさしていただき

たいと思います。で、量の見込みと先ほども言いました確保数においてなんですが、こちら

計画作成時に見込んだ内容からは、変更なしにさせていただいております。 

で、また中間年度のところで、変更がある場合は、見直しのほうを行いたいと思っており

ます。 

先ほどの乳児等通園支援事業の掲載場所の変更に伴いまして、地域子育て支援事業の方

が 19 から 18 事業へ、変更となります。 
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それに伴いまして、ちょっと 2 事業につきましてはそれぞれ番号の方が変更とさせてい

ただきます。 

こちらがちょっと、12 ページで計画内で言えば 93 ページなんですが、こちらの地域子育

て支援事業の考え方のところが、19 事業から 18 事業へ、（2）の地域子ども子育て支援事

業の提供体制のところの産後ケア事業のところが 18 番から 17 番へ。親子関係形成支援事

業も 19 から、18 で番号がそれぞれ変更となります。それに合わせまして、13 ページ計画

内 99 ページの方もそれぞれ番号の方が変更となっております。あとなお、ちょっと、令和

8 年の 4 月からなんですが、満 3 歳以上限定、小規模保育事業、こちらはですね令和 8 年 4

月から満 3 歳以上限定小規模保育事業が新たに法律上、創設されます。 

こちらについては小規模保育事業は主に 0 から 2 歳児対象、定員が 6 名から 19 名程度の

小規模保育なんですが、こちらの法改正によりまして、満 3 歳以上児だけを対象とする小

規模保育事業が新設されます。 

いわゆる 3 歳から 5 歳のみを対象とする、小規模保育事業も制度上可能となるというも

のなんですが、こちらにつきましても計画の見直しが必要とされております。 

ただ、益田市の方では、この計画期間に向けて、3 歳以上の限定ぽい小規模保育の利用は

ちょっと今のところ見込まれていないということになりますので、量の見込みは引き続き 0

人にさしていただきますので、今回について計画の見直しは行わないこととします。 

最後に計画の変更に伴い子ども子育て会議の意見の聴取ということですが、子ども子育

て支援法第 91 条第 7 項で、計画を変更するときは、審議会の意見を聞かなければいけない

ということで定められております。 

こちらについてご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇議長 

はい。みなさんついてきてますか。 

わかりやすく説明するのは難しい内容なので、簡単に言うと、いわゆる地域子育て支援事

業っていうのは 7 ページところには、17 番で地域子育て支援事業に、乳児等通園支援事業

ってのが入ってたんですけど、それが、地域子育て支援事業からはまず外れたということで

すね。定期的な教育保育事業という枠の中で、11 ページのような形で提供体制が書かれた

ということですね。それに伴って、地域子育て支援事業のところは、後の番号 17 番、18 番

というのが上がってきたということですね。多分そういうんじゃないかなと思いますけれ

ども。ただ資料的には全部載せないと、会議にならないので、載せてあるということだと思

いますので、そのように皆さん、ご意見等あればお願いします。もう法律的なことなので、

本日中に決めないといけないというところで、多分意見ないんじゃないかなと思いますけ

ど。よろしいでしょうかね。皆さんこのために来たのに、すいませんね。そこで承認をあわ

せていただきたいと思います。この計画の一部変更について承認いただける方は挙手をも

ってお願いいたします。 
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全員挙手で承認 

 

○議長 

挙手全員ということでございますね。 

承認されたということで、よろしいでしょうか。それでは議事としては以上になりますの

で、議事の方を閉じさせていただきます。それでは事務局の方にお返しいたします。 

 

〇事務局 

会長様議事の進行ありがとうございました。それでは次第の 5、その他についてですが事

務局からご説明させていただきます。 

すいません事務局の方より説明させていただきます。ちょっと座って説明させていただ

きます。先ほど承認いただきましたの益田市こども計画の一部変更につきまして、計画の方

ちょっと差し替えの方をちょっとさせていただきたいと思っております。すいません今日

ちょっと、委員さん方で計画をお持ちでいらっしゃいましたら一旦計画の冊子の方、持ち帰

らせていただきまして、内容を修正しましてまた差し替えの方をさせていただきたいと思

っております。また、令和 8 年 6 月に、新しい委員さんが選出されるということですので、

令和 8 年度の会議開催に当たりましては、その際にまた改めて、差し替えしました計画書

の方をお渡しさせていただきたいと思っております。何卒よろしくお願いいたします。なの

で今日会議終わりましたら計画書を今日ご持参いただいた委員さんにつきましては事務局

の方にご提出をお願いいたします。今、先ほど言いましたようにページが入れ替わるという

ところで、そのページを差し替えをさせていただこうと思います。ちょっと上に貼り付ける

ようなイメージになるかと思いますが、それをさしていただいて、次回の会議でまた差し替

えた計画書を配付させていただこうと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

最後にですね、市の取り組みということで、本日机の上にこの横版のですね、2025、子ど

もの声に耳を傾けようプロジェクトということで、子ども福祉課が行っております。益田市

巡回支援事業の、取り組みのお話をさしていただこうと思っております。座ってさせていた

だきます。最初にちょっとこれまでどういった経緯でっていうところも含めて、口頭で説明

をさしていただこうかと思います。この巡回支援事業が保育士や保育事業者を対象としま

した巡回相談等を行いまして、保育の質の確保と向上を図ることを目的として、2021 年度、

令和 3 年度から取り組みを行っています。当時は新型コロナウイルスの流行期にありまし

たが、益田市全体の保育の質の向上を図りたいという保育研究会と、子ども福祉課の思いが

形になりまして、合同会社子どもベースへ巡回支援事業を委託することでスタートいたし

ました。1 年目は各施設の日常の保育の様子を見さしていただきまして、各園のよさや魅力

を言語化すると同時に、写真を撮りため、年度末の全体研修会で紹介を行いました。自園で
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の取り組みのよさを紹介される場面でもありましたが、同時に他園の取り組みのよさを知

る機会となりまして、この研修によって、益田市の保育が開かれていく第一歩になりました。

子どもベースは、当初から各施設への訪問では、保育者との関係性を築くことを大切とされ、

また、国の動向に基づき、子どもの主体性を尊重する保育を広げていく取り組みをしてきま

した。この取り組みによって、保育者の方が、これまで培ってきた保育を大切にしながらも、

その子らしさや、その子の意欲、その子の声を大事にする保育を意識して関わり始めたこと

で、保育環境に変化が生まれ、夢中になって遊び、充実感を味わう子どもの姿が見られるよ

うになりました。子どもが保育施設での遊びを楽しみにする姿や遊びの中で、試行錯誤しな

がら、様々な学びを得る姿は保護者にも伝わり、保護者も保育施設への関わりが増え、さら

に地域の人の関わりが始まるなど、子どもを中心とした繋がりが深まりつつあります。2023

年度からは子どもの声に耳を傾けようプロジェクトとして、公開保育の実施、巡回事業を中

心とした各園の取り組みの成果をポスターにして、市民に向けて発信するなど、より地域に

開かれた保育を目指して取り組んでいます。本日は、5 年目を迎えた取り組みといたしまし

て、お手元の資料とあわせて、一部ではありますが、ポスターをちょっと後ろの方に展示し

ておりますので、実際にご覧いただきたいと思っております。それでちょっと、資料のちょ

っと 1 枚目をはぐっていただきましてちょっと資料の説明をさしていただこうかと思いま

す。2025 年度は、ちょっとサブタイトルなんですが、子どもの「やってみたい」を見つけ、

支え、園同士で学び合いながら地域へワクワクをつなぐ。ということに加えて、より主体的

に学びを実践し、市全体へ学びを広げることを目標に取り組みを行いました。左側は公開保

育を実施した内容になっております。11 月 5 日に、豊川保育園で公開保育を実施させてい

ただきました。この様子と、あとまた補足として下に公開保育の様子を書かせていただきま

した。参加者の方皆さん口をそろえてすごい素敵っていう本当に美術館見たいっていう声

があるぐらい、なんていうか子どもの絵を飾るっていうことじゃなくって、子どもの作品を

展示するっていうような表現をさせていただきました。そのぐらい子ども一人一人が作っ

た遊びの軌跡を大切に展示されてるのが本当に印象的な空間でした。詳しくはここの園長

先生いらっしゃるのでまわしてもらえたらと思います。その隣にですね、往還型研修のこと

なんですけれども。往還型研修というのは、研修での学びを、日常の保育で実践をして、ま

た研修を行って、その研修での学びを実践で生かすっていうような、往還的な研修になりま

す。この往還型研修に各園が設定したチャレンジテーマを盛り込んで、研修での学びをチャ

レンジテーマに基づいた保育姿勢に取り組んでいただきました。この研修スタイルもこど

もベースが取り入れた仕組みの 1 つになります。往還型研修のよさというのは、チャレン

ジテーマの進捗状況や成果を語り合うことにあります。保育士自らが語る言葉には、子ども

の様子はもちろんのこと、園内での様子やチャレンジテーマの振り返りなど、保育園の想い

が詰まっていますので、聞き手も同じ保育士として、語り手の気持ちや思いに寄り添って、

相互に理解が深まる様子に、もう保育の質が高まってるなって感じる研修でもあります。こ

ちらまたお時間がある時に見ていただけたらと思います。実際にすいません今日を展示し
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ましたので、ポスターを見ていただけたらというふうに思います。このポスターはですね、

研修の最終回のところで、各園でポスターセッションをしました。その一部を、今日持って

来さしていただきました。ポスターの見方なんですが、上の部分にチャレンジテーマとその

テーマの設定理由が記載されています。次、チャレンジテーマで取り組んだ内容が、中ほど

に記載されています。下の部分は、今後に向けてやってみたいことや課題等を記載していま

す。このポスターは 3 月 27 日まで、子ども福祉課の執務室で展示をさせていただきまして、

4 月以降は、ショッピングセンターキヌヤの 2 階で、4 月 7 日火曜日の午後から 4 月 13 日

月曜日の午前中まで、市民向けに展示を行う予定としています。ちょっと簡単ではございま

すが、取り組みについて説明させていただきました。実際に見ていただけたらなと思います。 

 

〇議長 

本当はこのポスターの横に各園のやってる保育士さんたちが立って全部説明するんです

けど、何となく雰囲気わかってもらえばいいんじゃないかというところで、今日貼らせてい

ただいておりますので、ちょっと見てもらったらと思うんで。これ園によって、さっき言っ

たように、テーマが違って、例えば、これ、さっきの匹見さんですけど、匹見が目指したい

保育って、何っていうことなんでしょうね。このテーマも自分たちで決めていきます。こう

いうのを決めていくのに、保育園って、保育士さん結構忙しいから、普段対話の時間、職員

同士の対話の時間を取るの大変なんですけど、でもさっき往還型研修って言われましたけ

ど、第 1 回あって、いろいろ決めた後に、第 2 回が、この日にやってくると、それまでには

ちゃんとやっとかなきゃいけないっていう、全園プレッシャーになってるような感じがあ

って、一応そういうのを、みんな頑張って時間を作りながら話を進めていって、匹見さんは、

こういう人と繋がるに興味を深め、見つけに行こうみたいなのを決めていったということ

ですね設定理由とかもこう書いてあって、取り組みなんかを決めて、何してるかっていうの

をちゃんと決められてますね。それに基づいて、活動しました。こんなエピソードが生まれ

ましたまあ、地域も巻き込んでやられてるような活動でしょうけど。やってみてどういう変

化があったか、どんな課題が残ったかということで次年度に向けてはどんなことをやって

いこうっていうようなのが、匹見さんでまとめられてます。同じように、葵保育園さんでは、

今度は地域を知り、園内外の人との繋がりを広げよう、街中にあるので意外と地域の、人達

と繋がりってないというところで、地域の人を知っていこうということで、結構駅前はもう

普通に散歩で歩きますけど、でも今まではただ散歩のルートなんだけれども、ちょっと人を

意識したりとか、そこで出会う人との関係を作ったりとかいうの、やられていった。 

でも、ベースは子どもが気づくこととか子どもの興味関心に基づいてということで、これ確

か僕も話聞いたんだけど、トイレットペーパーの芯みたいなやつでの覗き見用のこれ、こん

なの作って、こうやって見てみてですね、自分なら今日見つけたというとかですね。そんな

のが広がっていく様子が。書かれていますね。で、鎌手さんですね、鎌手さんは、子どもた

ちがやりたいっていうようなことを、もっと自由にできるように、普段からいろんな環境づ
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くりをもっと変えていこうということで、取り組んでおられました。結構継続的に取り組ま

れていましたけど、本当細かい事なんですけど。例えばこういう会議のテーブルの並び 1 つ

でも、普通変えようと思わないじゃないすか。保育園の環境もそうで、なかなか変えないん

ですよ。だけど子どもが興味ある事に、もっと没頭できるように、どんどん環境を変えてい

くとか、今まで決まっていたルールを変えていくとか、そういったことをどんどん各園が取

り組んで、今子どもがもっと主体的に、自分のやりたいこととか、発見したことを深められ

るようにとか、そんなことをやろうとして、行事の業種もどんどん変えていったりとかされ

ている様子ですね。中須さんなんかはもう職員同士の対話、とにかく徹底的にやるんだとい

う、この、グラレコで上手に書かれてますけど、もうこれがすべてですね、こんな会議だっ

たっていう、職員会議やっても誰も意見出さないんだよ。所長が 1 人でしゃべってるみた

いな。それをもっと対話しやすいようにするっていうのをいろんな形で工夫して、リーダー

会議やってみたりですね。さっきのその時間取れないので、なかなかそのそういう時間取れ

ないっていうところを、頑張って時間とってこういうことをやっていったら、コミュニケー

ションが広がって、そういう子どもたちはそれについても、この広がりをつくれるようなっ

たということですけど。いろんな気づきとか書いてありますけど、こんなことを、自園で取

り組んだことなんだけど、もう人に開くわけですよ。例えば、各小学校で、もっとこんなふ

うにやったらいいと思ってても、なかなか自分の回答だけで努力する、大変なんですね。 

これ、同時多発的にみんなでやるってるので、例えば自分の園だけで、これやろうと思った

ら、不満しか出ないっすよ。結構不満になってしまうんですけど、全部ないでやってたら、

でもどの園もやっているからしょうがないしかない。なるほど。でもこれだけのためという

か、大豆生田先生でもこっち入っていろいろ教えてくれますけど、やっぱり、もっとどんど

ん変わっていかなきゃならないっていうのが、今の、こども基本法ができてからの各保育所

の求められてることだなというのは、つくづく思ってましてまた次の保育指針を改定がや

ってきますので、そのときにはもっとこういうのが強くなって動いてくるんだろうなとい

うふうに思ってますが、これ 4 つしかないですけど、これが 20 園ぐらいですかね。あって、

キヌヤに順番に張り出されるそうなので、また、よかったら見てみてください。なので、う

ちの保育園も、公開保育やったんです。で、トイレの端から、棚の陰までたっぷり写真を撮

って、皆さん帰られてましたけど、本当にこうやってることを、完全に開くともう。開き直

りが生まれて、もっといい保育をしなきゃいけないっていう気持ちになっていく感じです

ね。ということで、結構どの園ももう、どんどん変えようと努力してるので、また皆さん、

お近くの園に行ってみて、何かこんな工夫する。こんな工夫されてるんですねとかいうのも、

ぜひ聞いてみてもらったら語れる保育士さんが多いんじゃないかなと思いますので、どん

なことでっていう、聞いてみてください。補足説明。 

 

〇事務局 

 ありがとうございました。 
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本日予定しておりました、議事進行等は終わりました。 

一応本日をもって本年度の子ども子育て会議を終了いたします。1 年間大変皆さんお世話

になりました。特に今年度は 3 回実施したというところで、なかなか都合をつけていただ

きまして、また会議の中では、専門的な立場から貴重な意見を賜りまして本当にありがとう

ございました。先ほど事務局から話がありましたように、来年度、委員さんの改選の年とな

りますが引き続き皆様方のご協力であったり専門的な意見もまた聞きたいと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

口頭で河野会長からこの会議ってのは非常に重要な会議であるというところもあります。

うちがいろいろ議事を出していつも進行してるんですが、もし委員さんの方で何か要望が

ありましたら、例えばこちらの保育の現場を実際に見てみたいとかいう話がありましたら

そういった調整はできると思いますので、そういったことも次年度検討していきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。1 年間本当にありがとうございました。 

 

それでは、また来年度の会議につきましてはまた事務局の方からご連絡をさせていただ

けたらというふうに思います。それでは以上をもちまして、令和 7 年度第 3 回益田市子ど

も子育て会議を終了させていただきます。 

長時間にわたりご協議いただき、ありがとうございました。 


